
 

 

 議員提出議案第５号 

   墨田区議会会議規則の一部を改正する規則 
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   墨田区議会会議規則の一部を改正する規則 

墨田区議会会議規則（昭和３１年墨田区議会規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

第５９条第２項中「３日目」を「５日目」に改める。 

 第６１条中「第５３条及び」を削る。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

議会運営の円滑化を図るため、一般質問の発言通告書の提出期限を前倒しするとと

もに、墨田区議会基本条例に基づく分割方式による一般質問及び再質問を実施するた

め、一般質問の回数制限に係る規定を削る必要がある。 


